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2026「国際湿地都市 NIIGATA」プロモーション（情報発信）業務 

受託候補者選定プロポーザル実施要領 
 

１．要旨 

  本要領は、新潟市が実施する 2026「国際湿地都市 NIIGATA」プロモーション（情報発信）

に係る業務（以下「プロモーション業務」という。）の受託候補者を選定する公募型プロポ

ーザルの実施について、必要な事項を定めるものとする。 

 

２．委託業務の概要 

 (1) 業務名称 

  2026「国際湿地都市 NIIGATA」プロモーション（情報発信）業務 

 (2) 業務内容 

  別紙１「仕様書」のとおり 

 (3) 契約期間 

  契約締結日から令和９年２月２６日(金)まで 

 (4) 契約金額 

  上限額 ５，４００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３．審査方法 

  公募型プロポーザル方式とし、提案内容による総合評価とする。 

 

４．参加資格 

次に掲げる条件をすべて満たす者とする。 

(1) 新潟市内に本社、支社、支店又は営業所等が所在する企業・団体等であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 

(3) 参加表明書提出時に、新潟市の入札参加資格者名簿に登録されていること。 

(4) 本プロポーザルによる手続開始から契約締結までの間に、新潟市競争入札参加有資格

者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止の措置を受けていない者。会社更生法

（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者。た

だし、同法に基づく裁判所からの再生計画認可を受けている場合を除く。 

(5) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされてい

ない者。ただし、同法に基づく裁判所からの再生計画認可を受けている場合を除く。 

(6) 共同企業体で参加する場合は、次の要件を全て満たしていること。なお、共同企業体

の構成団体は単独又は他の共同企業体の構成団体として、本公募に参加することがで

きないものとする。 

① 共同企業体を構成することにより、前記すべての要件を満たしていること。 

② 共同企業体は自主結成とし、構成団体間で協定を締結していること。 

③ 共同企業体は、代表構成団体を選定し、当該代表構成団体を共同企業体の代表者と

して委託者と契約締結が行えること。この場合、代表構成団体は委託者に対してす

べての責任を負うものとする。 
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５．スケジュール 

・公募開始（市ホームページに掲載） 

 

令和８年３月３０日(月) 

・質問書提出期限 

【提出方法：電子メール】（任意様式） 

令和８年４月６日(月) 

・質問書に対する回答（市ホームページに掲載） 

 

令和８年４月８日(水) 

・参加表明書提出締切 

 

令和８年４月１０日(金) 

・企画提案書提出締切 

 【提出方法：郵送又は持参】 

令和８年４月２０日(月) 

・選定委員会開催 

・選定結果の通知・公表 

令和８年４月下旬(予定) 

 

６．企画提案書の提出手続等  

本プロポーザル参加表明書を提出した者は、以下のとおり、企画提案書等を提出するこ

ととする。なお、参加表明書等は、単独応募者の場合は様式第１号の１、共同企業体の場合

は様式第１号の２及び様式第１号の３により提出すること。 

(1) 提出書類 

① 企画提案書 ６部（正本１部、副本５部） 

（a）提案内容 

・委託仕様書の内容を十分に踏まえた記載にすること｡（様式・枚数任意） 

・また、本業務にかかる企画提案として、以下の動画を提出すること。 

テーマ：「潟（湿地）と暮らす、春の贅沢」 

・尺：30秒～60 秒 

・形式：MP4 等の一般的な動画形式 

・内容： 

  ・春の潟における、自然・風景・人との営み等の魅力が伝わる構成とする 

  ・想定ターゲットを明確にした上で制作すること 

（b）業務計画（スケジュール） 

・業務実施にあたっての全体スケジュール 

（c）業務の実施体制 

・業務責任者、担当部署 

・業務の一部を外部の別会社に委託する場合は、その会社名及び責任者名 

（d）経費見積書 

・委託費用の上限額の範囲内で、全ての経費をできるだけ詳細に、かつ経費区分 

が分かるよう具体的に記載 

② 「企業の概要及び業務実績」 

（任意様式。既存のパンフレット等でも可） 
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(2) 提出期限 

令和８月４月２０日（月）１６時（必着） 

(3) 提出方法 

後記「１０．書類の提出先、本件についてのお問い合わせ先」に郵送又は持参にて提出

すること。 

(4) 提出上の留意事項 

①企画提案書等の提出後、企画提案書に記載された内容の変更は認めない。 

②提出された全ての企画提案書は返却しない。なお、本市の文書規程等に従い責任を持

って管理・破棄を行うものとする。 

③社名等は正本のみに記載し、副本には提案者が特定できるもの（社名、社章等）を一切

記載しないこと。 

④事情により、辞退する場合は、令和８年４月１７日（金）１６時までに参加辞退届（任

意様式）を提出すること。 

７．選定方法等について 

参加資格を審査した上で、以下のとおり、企画提案書等を審査し、受託候補者を選定す

ることとする。 

(1) 審査方法（プレゼンテーション・ヒアリングの実施） 

2026「国際湿地都市 NIIGATA」プロモーション（情報発信）業務委託に係る公募型プロポ

ーザル選定委員会設置要綱」に基づき設置する委員会（以下「選定委員会」という。）にお

いて、本実施要領等で定めた選定基準により、提出された参加表明書、企画提案書等の審

査及び評価を行い、得点の総計が最も高い提案をした者を受託候補者として決定する。 

また、審査はプレゼンテーション及びヒアリングにより行うことし、選定委員会は非公

開とする。 

なお、応募者数が５社を超える場合は、書類選考の後、プレゼンテーション審査を実施

することとする。 

    ① 実 施 日     令和８年４月２２日（水）～２８日（火）※予定 

    ② 時間配分（目安）  説明   １５分 

                質疑応答 １０分 

    ③ 出 席 者     統括責任者を含め最大３名以内 

(2)評価基準 

評価基準（審査項目及び配点）は、別表１のとおりとする。 

(3)審査結果の公表 

審査結果については、令和８年４月３０日（木）までに電子メール又は電話で連絡する

とともに、本市のホームページにて公表する。 

(4)失格要件 

次に掲げるものの提案は無効とする。 

① 上記「４．参加資格」に示す資格要件を満たさない者 

② 提出書類に虚偽の記載があったもの 

③ 本実施要領に示した提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

④ 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 
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⑤ 参考見積書の金額が、上記「２（４）契約金額の上限額」を超過した場合 

⑥ 法令に違反することが明らかな提案を行った場合 

⑦ その他、選定委員会委員長及び事務局の指示に従わない場合 

 

８．契約手続等 

(1) 審査により受託候補者として選定された者に対し、企画提案内容に基づく仕様の調整

などの委託契約の締結交渉を行う。 

(2) 上記(1)における交渉において合意に至らなかった場合、もしくは失格要件又は不正と

認められる行為が判明した場合は、次順位者を繰り上げて、委託契約の締結交渉を行う。 

(3) 発注者と受託候補者は、仕様を確定させた上で、委託契約を締結する。 

 

９．その他 

(1) プロポーザルへの参加、企画提案に要する全ての費用は参加者負担とする。 

(2) 委託料には、受託候補者の旅費、資料の郵送費等の一切の付帯費用を含むものとする。 

(3) 受託候補者は、当該委託業務を実施するにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、

又は自己の利益のために利用してはいけない。また、委託業務終了後も同様とする。 

(4) 仕様書（提案用）に記載の無い事項のうち、事業の効果的な遂行に資する内容につい

ては、積極的に提案すること。 

(5) 参考資料 

 

 

https://www.niigata-satokata.com/ 

 

市ホームページ「ラムサール条約と国際湿地都市 NIIGATA」 

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/ramsar_wetlandcity/index.html 

 

１０．書類の提出先、本件についてのお問い合わせ先 

 

 

 

 

 

  

新潟市環境政策課 中澤、佐藤 

 TEL : ０２５－２２６－１３５６ 

【電子メール】 

kansei@city.niigata.lg.jp 

【郵送】 

〒９５１－８５５０ 

新潟市中央区学校町通１番町６０２－１ 

https://www.niigata-satokata.com/
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/ramsar_wetlandcity/index.html
mailto:kansei@city.niigata.lg.jp
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別表１ 

（７．選定方法等について (2) 評価基準及び選定方法 関係） 

評価項目 配点 

１ 実現可能性 (1) これまでの類似事業の経験・履行実績などから、適切に事業

を遂行し、成果をあげることが見込まれるか。 

（業務実績） 

２０点 

5 点 

(2) 業務内容に対して、的確な人材配置や管理体制、スケジュー

ルが組まれ、事業の進行管理を適切に行うことが見込まれる

か。SNS の即時性を踏まえ、クオリティを担保しながらも迅

速な制作が可能か（実施体制・スケジュール） 

15 点 

２ 動画制作等 (1) 湿地関連事業の取材において、「潟・湿地」の価値・魅力を

“翻訳”するような取材が期待できるか。 

６５点 

10 点 

(2) SNS の特性や視聴者行動を踏まえた方針やプランとなって

いるか。 
20 点 

(3) 「潟・湿地」に興味関心がない人でも、理解しやすく、最後

まで視聴したくなるような、クオリティ高い動画の制作が期

待できるか。（動画構成・視覚表現・音声表現） 

20 点 

(4) サムネイル画像は、わかりやすくデザイン性が高いものか。 10 点 

(5) 動画の拡散について、効果的な手法を提案しているか。 5 点 

３ 追加提案 (1) 仕様書以外の内容で、「国際湿地都市 NIIGATA」PR につなが

る有益な内容が提案されているか。 
５点 5 点 

４ 費用 (1) 10 点－10 点×(自社の提案価格/上限金額) 

（ただし 5点を上限とする） 
５点 5 点 

５ 市内企業 (1) 市内に本店がある 

５点 

5 点 

(2) 市内に支店・営業所等がある 3 点 

(3) 上記以外 1 点 

  100 点 

 

選定委員会の各委員が、評価基準に基づき、企画提案書等を採点し、各委員の採点の合計点が各

提案者に付与される得点となる。その結果、得点が最も高い者を最優秀提案者、次に高い者を次

点者に選定する。また、市が定める基準点（60点）を満たす企画提案がなかった場合、再度企画

競争を行う。 

 

※ 評価の結果、複数の提案者が同点で第１位となった場合には、選定委員会の委員長による採点

が最も高い提案者を第１位として決定する。 


